
32.　10.　1
※市外局番は書いてあるものを除きすべて
042です。

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、
催しなどが中止・延期になる場合があります。

　
返
済
は
、
原
則
と
し
て
２４
カ
月

後
を
始
期
と
す
る
１５
回
以
内
の
均

等
償
還
と
な
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、
貸
し
付
け
を
受
け
る

に
は
市
内
ま
た
は
近
隣
市
に
住
所

を
有
す
る
連
帯
保
証
人
が
必
要
な

　
私
立
幼
稚
園
に
入
園
手
続
き
を

す
る
際
に
幼
稚
園
に
納
入
す
る
た

め
の
資
金
と
し
て
、
対
象
園
児
１

人
あ
た
り
１５
万
円
を
限
度
に
、
保

護
者
に
対
し
て
無
利
子
で
貸
し
付

け
を
行
う
制
度
で
す
。

ま
せ
ん
。
１０
月
以
降
に
当
該
現
況

届
を
提
出
し
た
場
合
は
、
提
出
し

た
翌
月
の
振
り
込
み
に
な
り
ま
す

の
で
、
な
る
べ
く
早
め
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。「
児
童
手
当
・
特

例
給
付
現
況
届
」
を
提
出
し
た
方

で
、
支
給
金
額
に
変
更
が
あ
る
場

合
は
、「
児
童
手
当
額
改
定
通
知

書
」
ま
た
は
「
特
例
給
付
額
改
定

通
知
書
」
を
発
送
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
児
童
青
少
年
課
助
成

支
援
係
☎
４
７
０
・
７
７
３
６
へ
。

　
※
利
用
金
融
機
関
に
よ
っ
て
は

入
金
が
遅
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　【
ご
注
意
】「
児
童
手
当
・
特
例

給
付
現
況
届
」「
児
童
育
成
手
当

現
況
届
」
の
提
出
が
な
い
場
合

は
、
１０
月
に
手
当
が
振
り
込
ま
れ

　
６
月
～
９
月
分
の
手
当
を
指

定
金
融
機
関
へ
振
り
込
み
ま
す
。

　【
振
込
予
定
日
】児
童
手
当
＝
１０

月
９
日
（
金
）
▼
児
童
育
成
手
当

＝
１０
月
１２
日
（
月
）
▼
ひ
と
り
親

家
庭
住
宅
手
当
＝
１０
月
１４
日（
水
）

方
式
で
す
。

◎
償
還
払
い
（
後
払
い
）

　
月
々
の
利
用
料
は
、
い
っ
た
ん

全
額
幼
稚
園
な
ど
に
支
払
っ
た

後
、
半
年
ご
と
に
給
付
費
な
ど
を

市
か
ら
口
座
振
り
込
み
し
ま
す
。

一
部
の
幼
稚
園
な
ど
の
保
育
料

（
施
設
等
利
用
給
付
分
）
と
、
預

か
り
保
育
料
給
付
お
よ
び
私
立
幼

稚
園
等
園
児
保
護
者
補
助
金
な
ら

び
に
補
足
給
付
は
こ
の
方
法
に
よ

り
ま
す
。
交
付
時
期
は
概
ね
、
上

半
期
分
を
１１
月
下
旬
、
下
半
期
分

を
５
月
下
旬
の
予
定
で
す
。

ご

注

意

　
①
い
ず
れ
の
給
付
費
や
補
助
金

も
、
実
支
払
額
と
給
付
・
補
助
額

を
比
較
し
、低
い
方
を
支
払
い
ま
す
。

　
②
市
に
住
民
登
録
が
あ
る
ま
た

は
居
住
の
実
態
が
あ
る
児
童
の
保

護
者
が
対
象
で
す
。

　
③
所
得
区
分
は
保
護
者
の
課
税

額
を
合
算
し
て
判
定
し
ま
す
。
所

得
判
定
は
市
民
税
の
課
税
額
に
よ

り
ま
す
。
４
月
～
８
月
分
は
前
年

度
課
税
額
、
９
月
～
３
月
分
は
現

年
度
課
税
額
に
よ
り
算
定
し
ま
す

の
で
、
年
度
途
中
で
補
助
の
額
が

変
わ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
④
市
外
か
ら
東
久
留
米
市
に
転

入
さ
れ
た
方
は
、
転
入
時
期
に

よ
っ
て
市
（
区
町
村
）
民
税
の
金

額
が
わ
か
る
書
類
の
添
付
が
必
要

で
す
。
保
護
者
の
方
そ
れ
ぞ
れ
の

分
を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
子
育
て
支
援
課
保

育
・
幼
稚
園
係
☎
４
７
０
・
７
７

４
５
へ
。

◎
幼
児
教
育
施
設

　
市
長
が
認
定
す
る
幼
児
教
育
施

設
在
園
児
童
の
保
護
者
に
対
し
、

月
額
３
３
０
０
円
を
上
限
に
補
助

し
ま
す
。

補

足

給

付 

（
給
食
副
食
費
の
補
助
）

　
給
食
副
食
費
（
お
か
ず
代
）
に

つ
い
て
は
、
次
に
該
当
す
る
場

合
、
補
助
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

　
▼
市
民
税
所
得
割
額
７
万
７
１

０
０
円
以
下
の
世
帯
の
児
童
（
認

定
こ
ど
も
園
の
保
育
利
用
（
２
号

認
定
）
は
５
万
７
６
９
９
円
以
下

〈
ひ
と
り
親
世
帯
等
は
７
万
７
１

０
０
円
以
下
〉）

　
▼
小
学
校
３
年
生
以
下
の
子
ど

も
の
う
ち
、
年
齢
順
に
み
て
幼
稚

園
利
用
児
が
第
３
子
以
降
に
あ
た

る
児
童

　
※
新
制
度
に
移
行
し
た
幼
稚
園

お
よ
び
認
定
こ
ど
も
園
の
場
合

は
、
補
助
申
請
不
要
。

交

付

方

法

　
交
付
方
法
は
利
用
施
設
に

よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

◎
法
定
代
理
受
領
（
前
払
い
）

　
市
か
ら
幼
稚
園
な
ど
へ
交
付
す

る
こ
と
で
、
保
護
者
が
幼
稚
園
な

ど
に
支
払
う
額
が
軽
減
さ
れ
ま

す
。
市
内
幼
稚
園
の
保
育
料
（
施

設
等
利
用
給
付
分
）
は
全
て
こ
の

私
立
幼
稚
園
等
園
児 

保

護

者

補

助

金

　
幼
児
教
育
の
振
興
に
資
す
る
た

め
、
保
育
料
と
そ
の
他
園
則
に
定

め
る
納
付
金
を
補
助
す
る
制
度
で

す
。
所
得
な
ど
に
よ
り
補
助
額
が

異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◎
私
立
幼
稚
園

　【
保
育
料
分
】施
設
等
利
用
給
付

費
の
上
限
額
（
月
額
２
万
５
７
０

０
円
）
を
超
え
て
負
担
す
る
分
に

限
り
補
助
し
ま
す

　【
そ
の
他
園
則
に
定
め
る
納
付

金
】施
設
維
持
費
や
冷
暖
房
費
な

ど
、
全
て
の
児
童
か
ら
一
律
に
徴

収
す
る
経
費
を
い
い
ま
す
。
所
得

な
ど
に
よ
り
補
助
対
象
に
な
る
こ

と
が
あ
り
ま
す

◎
認
定
こ
ど
も
園（
教
育
利
用〈
１

号
〉
の
み
）・
新
制
度
に
移
行
し

た
幼
稚
園

　【
特
定
負
担
金
】特
定
負
担
金

（
実
際
の
名
称
は
施
設
に
よ
り
異

な
り
ま
す
）を
対
象
に
補
助
し
ま
す

◎
幼
稚
園
類
似
施
設

　
都
と
市
で
は
、
都
知
事
の
認
定

を
受
け
た
幼
稚
園
類
似
施
設
在
園

児
童
の
保
護
者
に
対
し
、
当
面
の

間
、
私
立
幼
稚
園
児
保
護
者
へ
の

補
助
と
同
額
の
補
助
に
国
の
幼
児

教
育
無
償
化
相
当
額
を
加
え
た
金

額
を
交
付
し
ま
す
。

　
私
立
幼
稚
園
な
ど
に
お
子
さ
ん

を
通
わ
せ
て
い
る
世
帯
に
対
し
、

給
付
費
や
補
助
金
の
交
付
を

行
っ
て
い
ま
す
。
対
象
者
お
よ
び

金
額
は
世
帯
の
所
得
な
ど
に
よ
り

一
部
異
な
り
ま
す
。
い
ず
れ
も
申

請
・
請
求
手
続
き
が
必
要
で
す
。

子
育
て
の
た
め
の 

施

設

等

利

用

費 

（
施
設
等
利
用
給
付
）

◎
保
育
料
へ
の
給
付

　
保
育
料
を
対
象
に
し
た
給
付
で

す
。
私
立
幼
稚
園
の
場
合
、
月
２

万
５
７
０
０
円
が
上
限
で
す
。

　
※
入
園
初
年
度
の
み
、
入
園
料

も
月
上
限
額
の
積
算
に
含
む
。

　
※
国
立
大
学
附
属
幼
稚
園
保
育

料
へ
の
給
付
は
月
額
上
限
８
７
０

０
円
。

　
※
特
別
支
援
学
校
幼
稚
部
保
育

料
へ
の
給
付
は
月
額
上
限
４
０
０

円
。

　
※
新
制
度
に
移
行
し
た
幼
稚
園

や
認
定
こ
ど
も
園
は
幼
児
教
育
・

保
育
の
無
償
化
で
保
育
料
は
無
料
。

◎
預
か
り
保
育
料
へ
の
給
付

　
就
労
な
ど
に
よ
り
「
保
育
の
必

要
性
」
を
認
定
さ
れ
る
と
、
預
か

り
保
育
利
用
料
も
一
日
４
５
０
円

（
月
上
限
あ
り
）
を
給
付
し
ま
す
。

　
※
満
３
歳
児
ク
ラ
ス
児
は
、
住

民
税
非
課
税
世
帯
に
限
り
ま
す
。

数
な
ど
詳
細
は
左
表
の
通
り
で

す
。

　
詳
し
く
は
直
接
各
園
へ
。

　
市
内
の
私
立
幼
稚
園
と
認
定
こ

ど
も
園
で
は
、
３
年
度
に
入
園
す

る
園
児
を
募
集
し
ま
す
。
募
集
人

株
式
会
社
東
京
リ
ー
ガ
ル
マ
イ
ン

ド
☎
０
３
・
５
９
１
３
・
６
２
２

５
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
詳
細
は
募
集
要
項
ま
た
は
東
京

都
福
祉
保
健
財
団
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://www.fukushizaidan.jp
/１１１kosodateshien/

）、
株
式
会

社
東
京
リ
ー
ガ
ル
マ
イ
ン
ド

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（https://public.

lec-jp.com
/kosodate-tokyo/

）
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
都
福
祉
保
健
局
計
画

課
☎
０
３
・
５
３
２
０
・
４
１
２

１
へ
。

で
、
今
後
子
育
て
支
援
員
と
し
て

就
業
す
る
意
欲
の
あ
る
方

　
申
し
込
み
は
１０
月
１
日
（
木
）

～
１５
日
（
木
）
に
（
必
着
）、
所

定
の
申
込
書
（
区
市
町
村
窓
口
ま

た
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
入
手
可

能
）
を
郵
送
（
書
留
）
で
、「
地

域
保
育
コ
ー
ス
」
が
東
京
都
福
祉

保
健
財
団
☎
０
３
・
３
３
４
４
・

８
５
３
３
、
そ
の
他
の
コ
ー
ス
が

　
保
育
や
子
育
て
支
援
分
野
に
従

事
す
る
上
で
、
必
要
な
知
識
や
技

能
な
ど
を
有
す
る
「
子
育
て
支
援

員
」
の
養
成
研
修
で
す
。

　
今
回
の
募
集
は
、「
地
域
保
育

コ
ー
ス
」「
地
域
子
育
て
支
援
コ
ー

ス
」「
放
課
後
児
童
コ
ー
ス
」で
す
。

　【
日
程
】１２
月
か
ら
順
次
開
始

　【
会
場
】新
宿
、
飯
田
橋
な
ど

　【
対
象
】都
内
在
住
ま
た
は
在
勤

用
の
場
合
あ
り)

　【
勤
務
時
間
な
ど
】月
曜
～
土
曜

日
（
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）、

月
１
２
４
時
間
（
変
則
勤
務
有

り
）。
午
前
８
時
１５
分
～
午
後
６

時
の
間
の
４
～
７
時
間
の
シ
フ
ト

勤
務

　【
勤
務
内
容
】学
童
保
育
所
に
お

け
る
児
童
の
育
成
支
援
な
ど

　【
応
募
資
格
】保
育
士
、
社
会
福

祉
士
、
学
校
教
員
免
許
法
第
４
条

に
規
定
す
る
免
許
の
い
ず
れ
か
の

学
童
保
育
所
職
員

（
会
計
年
度
任
用
職
員
専
門
職
）

　【
任
用
期
間
】１１
月
１
日
～
３
年

３
月
３１
日
（
条
件
付
き
で
再
度
任

有
資
格
者
、
ま
た
は
放
課
後
児
童

支
援
員
認
定
資
格
研
修
を
修
了
し

た
者
も
し
く
は
受
講
資
格
を
持
つ

者　【
募
集
人
数
】若
干
名

　【
報
酬
な
ど
】月
額
２０
万
２
９
０

０
円
（
別
途
、
交
通
費
相
当
額
と

期
末
手
当
の
支
給
は
市
の
規
定
に

よ
る
）

　
申
し
込
み
は
、１０
月
１５
日（
木
）

ま
で
に
、
履
歴
書
（
写
真
貼
付
）、

資
格
証
明
書
の
写
し
と
、「
児
童

あ
り
ま
す
。

　
生
活
保
護
の
停
止
ま
た
は
廃
止

を
受
け
た
方
▼
２
年
度
市
民
税
が

非
課
税
ま
た
は
減
免
の
方
▼
個
人

事
業
税
が
減
免
の
方
▼
固
定
資
産

税
が
減
免
の
方
▼
国
民
年
金
の
掛

金
が
減
免
の
方
▼
国
民
健
康
保
険

税
が
減
免
の
方
▼
児
童
扶
養
手
当

の
支
給
を
受
け
て
い
る
方
▼
生
計

を
一
に
す
る
全
員
の
収
入
金
額

（
元
年
分
）
が
認
定
基
準
以
下
の

方　
ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
影
響
に
よ
り
収
入
が
減

少
す
る
な
ど
し
て
家
計
が
急
変
し

た
世
帯
に
つ
い
て
は
、
令
和
２
年

の
世
帯
の
収
入
状
況
に
よ
り
判
定

し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
同
課
学
事
係
☎
４
７

０
・
７
７
７
９
へ
。

　
市
で
は
、
経
済
的
な
理
由
な
ど

に
よ
り
、
公
立
小
・
中
学
校
で
掛

か
る
費
用
が
大
き
な
負
担
と
な
っ

て
い
る
家
庭
に
対
し
て
、
教
育
費

の
一
部
を
援
助
し
て
い
ま
す
。

　
ま
だ
手
続
き
を
し
て
い
な
い
方

や
新
た
に
市
外
か
ら
転
入
し
た
方

は
、
学
務
課
（
市
役
所
６
階
）
で

至
急
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　【
対
象
と
な
る
家
庭
】こ
の
制
度

を
受
け
る
に
は
、
お
子
さ
ん
と
生

計
を
一
に
す
る
方
全
員
が
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
る
必
要
が

ど
の
条
件
が
あ
り
ま
す
。

　
申
請
書
類
の
不
備
な
ど
に
よ
り

貸
し
付
け
の
実
施
ま
で
時
間
が
か

か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
子
育
て
支
援
課
保

育
・
幼
稚
園
係
☎
４
７
０
・
７
７

４
５
へ
。

に
ど
の
よ
う
な
育
成
支
援
を
行
い

た
い
か
」
に
つ
い
て
の
考
え
や
意

見
を
原
稿
用
紙
で
８
０
０
字
以
内

に
ま
と
め
た
小
論
文
を
、
月
曜
～

金
曜
日
（
祝
日
を
除
く
）
の
午
前

８
時
半
～
午
後
５
時
（
正
午
～
午

後
１
時
を
除
く
）
に
、
児
童
青
少

年
課
（
市
役
所
２
階
）
へ
直
接
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
履
歴

書
は
返
却
で
き
ま
せ
ん
。

　
詳
し
く
は
同
課
児
童
青
少
年
係

☎
４
７
０
・
７
７
３
５
へ
。

就
学
援
助
費
の

申
請
は
お
済
み

で
す
か

３
年
度
に
市
内
の
私
立
幼
稚
園
ま
た
は
認
定

こ
ど
も
園
に
入
園
す
る
園
児
を
募
集
し
ま
す

私
立
幼
稚
園
等
の

無
償
化
・
補
助
制
度
の
ご
案
内

１０
月
は
児
童
手
当
・
児
童
育
成
手
当
・

ひ
と
り
親
家
庭
住
宅
手
当
の

定
例
払
い
月
で
す

私
立
幼
稚
園 

入
園
支
度
金
貸
付
制
度
に
つ
い
て

令
和
２
年
度
東
京
都
子
育
て
支
援
員
研
修

（
第
３
期
）
の
受
講
生
を
募
集
し
ま
す

市内の私立幼稚園などの募集概要

幼稚園名（所在地・電話番号）
募集人員

開所時間
願書の
配付

開始日

受付 
開始日満3歳児 3歳児 ４歳児 ５歳児

神山幼稚園 
（神宝町１－１７－１２、☎４７１・２５４９） ５人 66人 ０ ０ 午前７時５０分～ 

午後７時

１０
月
１５
日（

木）

１１
月
２
日（

月）

緑ヶ丘幼稚園 
（学園町１－９－２７、☎４２１・９２２９） １５人 ３５人 １０人 １５人 午前７時半～ 

午後6時半
落合幼稚園、 
（新川町１－１３－１９、☎４７１・２6３９） ― １２8人 若干名 若干名 午前７時半～ 

午後6時半
久留米神明幼稚園 
（中央町２－９－３０、☎４７１・２７２6） ― １００人 要相談 ０ 午前8時～ 

午後6時

認定こども園東久留米こども園 
前沢幼稚園 
（前沢２－２－２、☎４７１・４１５５）

１
号
児

※ 6０人 ０ ０ 
午前７時半～ 
午後6時半

１１
月
１
日（

日）

２
号
児

― ３３人 ０ ０ 

豊島なでしこ幼稚園 
（東本町8－１４、☎４７１・３７７２） ― ４０人 １０人 若干名 午前8時～ 

午後6時
１１
月
２
日（

月）

自由学園幼児生活団幼稚園 
（学園町１－１１－１７、☎４２２・３１１8） ― ３５人 ０ ０ 午前8時～ 

午後6時
※前沢幼稚園の満３歳児は別日程で募集。

請
を
受
け
付
け
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
な
お
、
す
で
に
障
害
者
手
帳
を

お
持
ち
の
方
は
、
現
在
お
持
ち
の

手
帳
を
引
き
続
き
使
用
す
る
こ
と

　
障
害
者
手
帳
の
様
式
は
、
こ
れ

ま
で
紙
形
式
の
み
と
さ
れ
て
い
ま

し
た
が
、
利
用
者
が
希
望
す
る
場

合
は
、１０
月
１
日（
木
）か
ら
カ
ー

ド
形
式
の
障
害
者
手
帳
の
交
付
申

が
可
能
で
す
。

　【
対
象
】①
身
体
障
害
者
手
帳
・

愛
の
手
帳
（
東
京
都
療
育
手
帳
）

②
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

　
※
②
は
既
に
手
帳
を
お
持
ち
の

場
合
は
更
新
時
に
切
り
換
え
可
能

で
す
。

　
詳
し
く
は
障
害
福
祉
課
福
祉
支

援
係
☎
４
７
０
・
７
７
４
７
へ
。

１０
月
か
ら
カ
ー
ド
形
式
の
障
害
者
手
帳
の

交
付
を
開
始
し
ま
す


